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令和３年第３回天城町議会定例会議事日程（第５号） 

令和３年９月24日（金曜日）午前10時開議 

 

      開議   

○日程第１ 議案第６５号 令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算

の認定について 

委員長報告 

○日程第２ 議案第６６号 令和２年度天城町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

委員長報告 

○日程第３ 議案第６７号 令和２年度天城町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

委員長報告 

○日程第４ 議案第６８号 令和２年度天城町後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

委員長報告 

○日程第５ 議案第６９号 令和２年度天城町水道事業会計決算の認

定について 

委員長報告 

○日程第６ 発議第 ２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し

地方税財源の充実を求める意見書 

議員提出 

○日程第７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査について  

○日程第８ 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査について  
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令和３年第３回天城町議会定例会議事日程（第５号の１） 

令和３年９月24日（金曜日） 

 

○追加日程第１ 議案第７０号 天城町長等の給与等の特例に関す

る条例の制定について 

町長提出 

○追加日程第２ 議案第７１号 令和３年度天城町一般会計予算補

正（第６号）について 

町長提出 

         閉会 
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１．出席議員（１４名） 

  議席番号    氏   名      議席番号    氏   名 

    １番  平 岡 寛 次 君      ２番  喜 入 伊佐男 君 

    ３番  吉 村 元 光 君      ４番  奥   好 生 君 

    ５番  昇   健 児 君      ６番  大 澤 皓一郎 君 

    ７番  久 田 高 志 君      ８番  秋 田 浩 平 君 

    ９番  上 岡 義 茂 君     １０番  松 山 善太郎 君 

   １１番  武 田 正 光 君     １２番  前 田 芳 作 君 

   １３番  平 山 栄 助 君     １４番  柏 井 洋 一 君 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長 柚 木 洋 佐 君   議会事務局書記 富 山 実 宝 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

  職  名     氏   名      職  名    氏   名 

 町 長 森 田 弘 光 君   教 育 長 院 田 裕 一 君 

 教委総務課長 豊 島 靖 広 君   会 計 課 長 上 原 富一郎 君 

 社会教育課長 和 田 智 磯 君   総 務 課 長 祷   清次郎 君 

 くらしと税務課長 岸   恭 聖 君   企画財政課長 福   健吉郎 君 

 けんこう増進課長 碇 本 順 一 君   建 設 課 長 宮 山   浩 君 

 水 道 課 長 野 村 秀 行 君   農業委員会事務局長 伊地知 隆 治 君 

 農 政 課 長 山 田 悦 和 君   農地整備課長 大 久 明 浩 君 

 長寿子育て課長 森 田 博 二 君   商工水産観光課長 中   秀 樹 君 

 選挙管理委員会書記長 米 田 俊 朗 君   総務課長補佐 中 村 慶 太 君 
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△ 開議 午前１０時００分   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから本日の会議を開きます。 

 直ちに、本日の日程に入ります。 

 

     △ 日程第１ 議案第６５号 令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算の認

定について   

     △ 日程第２ 議案第６６号 令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について   

     △ 日程第３ 議案第６７号 令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について   

     △ 日程第４ 議案第６８号 令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算の認定について   

     △ 日程第５ 議案第６９号 令和２年度天城町水道事業会計決算の認定に

ついて   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第１、議案第６５号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第２、議案第６６号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、日程第３、議案第６７号、令和２年度天城町介護保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第４、議案第６８号、令和２年度天城

町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第

６９号、令和２年度天城町水道事業会計決算の認定について、以上５件を一括議題

とします。 

 これより委員長の報告に入ります。 

 まず、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

昇健児君。 

○総務文教厚生常任委員長（昇 健児議員）   

 総務文教厚生常任委員長報告をいたします。 

 令和３年第３回定例会において議題となりました、議案第６５号、令和２年度天

城町一般会計歳入歳出決算、議案第６６号、令和２年度天城町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算、議案第６７号、令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入
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歳出決算、議案第６８号、令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算のうち、総務文教厚生常任委員会に付託を受けた案件について、審査の経過と

結果の報告をいたします。 

 当委員会は、第１回目の委員会を９月１０日、本会議終了後、全委員出席のもと、

委員会室において開催しました。 

 まず、付託を受けました案件の関係課長、書記長の出席を求め、審査日程につい

て協議しました。 

 その日程は、９月１３日午前１０時から、総務課、くらしと税務課、選挙管理委

員会、監査室。 

 ９月１４日午前１０時から、企画財政課、長寿子育て課、会計課。 

 ９月１５日午前１０時から、けんこう増進課、教育委員会・総務課、社会教育課。

終了後、現地調査。 

 ９月２１日、午後２時から委員会のまとめとすることに決定しました。 

 ９月１３日月曜日、第２回目の委員会を全委員出席のもと、午前１０時から、総

務課の審査を行いました。 

 課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 総務課の「歳入決算総額は、５千４６８万２千５５０円。」、「歳出決算総額は、

８億９千１２９万２千４４２円。」であり、それぞれの内容の説明を受けました。 

 引き続き質疑に入り、その主なものとそれに対する答弁の要旨は次のとおりです。 

 まず、「ＡＹＴ使用料の不納欠損額、６４万８千円の説明を。また、未収金の対

策はどのように行っているのか。」との質疑に対し、「現年度分と過年度滞納分を

併せて、年間を通して個別徴収を行っています。それでも反応がない方へは停波措

置を随時かけています。令和２年１１月には３１件の停波措置を行いました。その

うち完納が９件、一部納付が１８件、反応のない方が４件となっています。その後、

令和３年４月に２２件停波措置を行っています。完納が８件、一部納付が１１件、

反応なしが３件となっています。停波という強硬な措置をとることで納付率が少し

づつ上がってきています。」との答弁でした。 

 次に、「防災センター使用料滞納繰越分、１１万２千４００円の説明を。」との

質疑に対し、「平成３０年のふるさと歌謡コンサートでの使用料滞納分となります。

平成３０年当時は連絡が取れていましたが、それ以降電話がつながらず、今年７月

には督促状が宛名不在で返送されました。現在、再発防止として前納納付を行って

います。」との答弁でした。 

 次に、「総務費、旅費の１１３万９０円の不用額の説明と財産管理費委託料WEB

システム環境整備委託の説明を。」との質疑に対し、「県の研修センターでの職員
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研修について、新人職員研修、係長研修は実施出来ましたが、新任課長研修会が実

施出来なかった為の不用額等です。対面での研修会、会議等についてはオンライン

での研修会が普及してきていますので、WEBシステム環境整備体制の構築も行って

いきます。」との答弁でした。 

 次に、「あんしん安全環境整備事業の事業内容の説明と防災センター内での実施

訓練は行ったのか、説明を。」との質疑に対し、「避難所用の備品整備として、救

護用簡易ベット２００個、備蓄用マット６００個、備蓄用毛布１００枚、間仕切り

テント２００個を購入しました。簡易ベットの組み立て、間仕切りテントの設置可

能数、また何家族が避難できるのか、訓練や研修会等を実施し、有効に活用してい

きたいと思います。」との答弁でした。 

 次に、「財産購入費のドライブレコーダー購入についてと、交通安全対策費の交

通安全協会支部育成と交通安全母の会育成の負担金について、活動内容の説明

を。」との質疑に対し、「ドライブレコーダーについては、６０台中３９台の公用

車に設置しています。交通安全協会支部の活動は、春と秋の交通安全キャンペーン

期間中に町内要所での立哨活動や危険箇所の点検、看板設置など行政と連携して行

っています。交通安全母の会では飲酒運転撲滅キャンペーン等の活動を実施し、ド

ライバーへの呼びかけを積極的に行っています。」との答弁でした。 

 以上で総務課の審査は終了しました。 

 総務課、終了後、選挙管理委員会・監査室の審査を行いました。 

 書記長の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 選挙管理委員会の「歳入決算総額は、５７７万８千３１４円。」、「歳出決算総

額は、１千８５５万７千７９７円。」、監査室の「歳入決算総額は、０円。」、

「歳出決算総額は、１０４万９千９７９円。」であり、それぞれの内容の説明を受

けました。 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお

りです。 

 「選挙管理委員会の県知事選挙費、委託料のポスター掲示板作成についての説明

と、ポスター掲示板については設置する時に強固に固定することは出来ないか。」

との質疑に対し、「見積入札を行い、天城町シルバー人材センターが落札しました。

強固に固定するよう指導して行きます。」との答弁でした。 

 以上で選挙管理委員会・監査室の審査は終了しました。 

 選挙管理委員会、監査室・終了後、くらしと税務課の審査を行いました。 

 課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 くらしと税務課一般会計の「歳入決算総額は、４億９千６１４万８千９６０円。」、
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「歳出決算総額は、３億２千２６９万１千８０５円。」 

 次に国民健康保険事業特別会計の「歳入決算総額は、９千７１５万６千７６６円。」

うち、一般会計からの繰入金が、４千９２０万７千７５３円。「歳出決算総額は、

３７６万５千９９４円。」であり、それぞれの内容の説明を受けました。 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお

りです。 

 まず、「海岸漂着物地域対策推進事業費の報償費１３０万４千８７５円の短期勤

務職員報償と、各団体清掃作業報償について説明を。」との質疑に対し、「短期勤

務報償費は４月から１月まで延べ人数で１５名を雇用し、１１５万４千８７５円の

報償。各団体清掃作業報償は３団体で各５万円、計１５万円の報償です。」との答

弁でした。 

 次に、「清掃総務費、徳之島愛ランド広域連合への負担金２３４万９千円を補正

で増額してあるが説明を。」との質疑に対し、「主な内容は、火葬場の水道工事と

雨漏りの補修工事を行っています。」との答弁でした。 

 次に、「国民健康保険税の時効消滅を防ぐような手続きを行っているのか。」と

の質疑に対し、「国保税も一般税も同じなので、基本的には時効消滅は、督促、催

告、本人の債権承認、滞納処分というところでしか処理ができない状況です。国保

税についても滞納処分の調査をかけていますが、失業や疾病などで納税困難な方も

おり難しいところもあります。今後も調査を徹底し、公平、公正な税負担の観点か

ら適正な対応に努めます。」との答弁でした。 

 次に、「町税の収納率は、９１．６％ということで、前年よりも向上が見られる

が更なる努力が必要ですが、現在の職員が異動になっても引き続き滞納整理の業務

ができる体制づくりが必要と思うが、その対策は。」との質疑に対し、「現在、収

納対策室において、業務のマニュアル化を進めているところです。職員の異動によ

り処理の不手際や対策の遅れが生じないよう努めていきます。」との答弁でした。 

 次に、「し尿処理事業費の修繕料について、説明を。」との質疑に対し、「し尿

処理車のエンジンの不具合で業務の対応ができなくなり修繕を行いました。エンジ

ンの載せ替えやタイヤ交換を行ったため１３９万１千５５５円の修繕料となりまし

た。」との答弁でした。 

 以上でくらしと税務課の審査を終了し、第２回目の委員会の審査は終了しました。 

 ９月１４日火曜日、第３回目の委員会を全委員出席のもと、午前１０時から、企

画財政課の審査を行いました。 

 課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 企画財政課の「歳入決算総額は、５８億５千８９８万７千８８４円。」うち、繰
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越明許費は、１億９千９７０万円、「歳出決算総額は、２２億２千７７７万１千

１４９円。」であり、それぞれの内容の説明を受けました。 

 引き続き質疑に入り、その主なものとそれに対する答弁の要旨は次のとおりです。 

 まず、「企画費、負担金、補助金及び交付金の戦略的交流促進事業（屋久島航

路）９万３千円の説明を。」との質疑に対し、「寄港予定計画を年４８回の１４万

円を予算計上しました。屋久島への寄港回数は３３回、利用人数は合計で２８１名

となり、９万３千円の実績となりました。この補助事業については、令和２年度で

一端終了し、今後については国と県が調整中です。」との答弁でした。 

 次に、「世界自然遺産対策費の公有財産購入費、繰越事業の６７万８千円の説明

を。」との質疑に対し、「天城岳登山道周辺整備事業でトイレ建設と駐車場整備を

行う為の用地購入費です。事業につきましては今年度末の完成です。」との答弁で

した。 

 次に、「ふるさと納税の寄附金７千４３５万３千１６７円について、返礼品の人

気順はどうなっているのか、寄附者の中で天城町出身者と島外者との割合はどうな

っているのか説明を。」との質疑に対し、「返礼品の実績としては焼酎、牛テール、

マンゴー、パッションフルーツの順で人気があり、その他、冷凍マンゴーやバレイ

ショ、島バナナ、イノシシのミンチ肉なども人気があります。寄附者の２割程度の

割合で徳之島や、天城町にゆかりがある方からご寄附を頂いています。」との答弁

でした。 

 次に、「移住・定住促進事業費のオンラインでの移住相談会の説明を。」との質

疑に対し、「前年度は対面での移住相談会に参加できなかったので、オンラインに

自主的に切り替えて開催したり、全国規模のオンライン移住相談会に参加しました。

また、電話やメール、SNSを通じての相談もあり、昨年度はトータルで１２８件の

相談がございました。そのうち、ふるさと創生室の窓口を介して実際に移住した方

は４世帯の９名となっております。」との答弁でした。 

 次に、「新婚さん応援生活補助金、９０万円の内訳の説明を。」との質疑に対し、

「６組に各１５万円の補助金です。くらしと税務課と連動した形で入籍届が出た段

階で事業の案内もおこなっているところです。」との答弁でした。 

 以上で企画財政課の審査を終了しました。 

 企画財政課、終了後、会計課の審査を行いました。 

 課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 会計課の「歳入決算総額は、４５万２千７６６円。」、「歳出決算総額は、

３４６万８千３６１円。」であり、それぞれの内容の説明を受けました。 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお
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りです。 

 「歳入で３７万３千７８６円の定期預金利子が収入とありますが、預金総額はい

くらか。」との質疑に対し、「現在、基金の数は２３基金で約１８億８千万円、そ

の内９基金を定期預金しております。定期預金総額は約１０億６００万円で、ＪＡ

等の３金融機関で預金を実施しているところです。また、一般財源についても支出

等を考慮し短期の定期預金をしております。」との答弁でした。 

 会計課、終了後、長寿子育て課の審査を行いました。 

 課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 長寿子育て課の「歳入決算総額は、３億５千６７２万２千９８２円。」うち、繰

越明許費は、１２１万３千円、「歳出決算総額は、７億７千２５８万４千

２８３円。」うち、繰越明許費は、１２１万３千円であり、それぞれの内容の説明

を受けました。 

 引き続き質疑に入り、その主なものとそれに対する答弁の要旨は次のとおりです。 

 まず、「児童福祉費の広域保育所入所措置費負担金・児童養育助成事業等で

１９２万２千円増額補正をおこなっているが、１７６万７千２５４円の不用額が出

ている。その説明と、扶助費の不用額１６７万９千７３４円の説明を。」との質疑

に対し、「広域保育所入所措置費負担金でありますが補正後に２名の転出があり、

その２名分が予算に該当しなかった為、不用額が生じました。扶助費については、

在宅育児支援金の過大見積りでありました。」との答弁でした。 

 次に、「公立保育所保護者負担金滞納分８０万４千７００円の説明を。」との質

疑に対し、「９名の保護者で６７ヶ月分の８０万４千７００円が滞納分です。督促

状を送付しましたが、宛先不明で返送された分が４世帯分、５世帯には通知されて

います。昨年は１１万８千２００円の納入がありました。宛先不明の方々について

は調査して参ります。」との答弁でした。 

 次に、「令和２年度の施政方針の中に保育所につきましては「幼児英語教室」を

始めます。と書いてありますが、その説明を。」との質疑に対し、「幼児英語教室

は週３回実施しており、短期勤務職員報償で予算対応しています。先生は保育士の

資格も持っている方です。４保育所を廻っていただいて、英語教室のないときは代

替保育士をお願いしています。」との答弁でした。 

 次に、「社会福祉費の島内治療困難者旅費助成金の説明を。」との質疑に対し、

「島内で治療できない方々に旅費助成をおこなっています。助成金上限額は鹿児島

往復の離島割引の半額１万４千５０円となります。ただ、ご自身の判断で島外に行

って治療している方がいます。この方々については、島内の医療機関に島内治療が

できないか確認し、該当する方へ助成金を支払っています。また、入院・通院証明
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書の提出が必要の旨を説明しています。」との答弁でした。 

 以上で長寿子育て課の審査を終了し、第３回目の委員会は終了しました。 

 ９月１５日水曜日、第４回目の委員会を全委員出席のもと、午前１０時から、け

んこう増進課の審査を行いました。 

 課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 けんこう増進課一般会計の「歳入決算総額は、９千５８万８千４２１円。」、

「歳出決算総額は、５億２９７万２千５９円。」 

 次に、国民健康保険事業特別会計の「歳入決算総額は、１０億７千７６５万５千

７５５円。」うち、一般会計からの繰入金が、７千１７０万９千７５３円、基金繰

入金が、１億２千５８８万６千円、「歳出決算総額は、９億７千４４１万９千

５５３円。」 

 次に、介護保険事業特別会計の「歳入決算総額は、９億２７３万２千

１１６円。」うち、一般会計からの繰入金が、１億３千９９９万３千８００円、基

金繰入金が５１万７千円、「歳出決算総額は、８億５千６８４万４千３３１円。」 

 次に、後期高齢者医療事業特別会計の「歳入決算総額は、８千１４万８千

６７２円。」うち、一般会計からの繰入金が、１５６万円、保険基盤安定繰入金が、

３千４２６万９千６８６円、「歳出決算総額は、７千８０８万１千５９５円。」 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお

りです。 

 まず、「レセプト点検は実施されているのか。」との質疑に対し、「国民健康保

険事業のレセプト会計年度職員が１名います。令和２年度はかなり実績があがり、

診療報酬返還金５２６万７５４円と一般被保険者第三者納付金７８万３千４７３円

の実績となりました。」との答弁でした。 

 次に、「健康ウォーキング事業費に万歩計とあるが内容の説明を。」との質疑に

対し、「４０才以上６５歳未満の方１千４８８人に、特定健診受診券と同封して配

布し、ウォーキングへの意識付けを図りました。また、公募によりウォーキングマ

ップの作成を行い、広報誌への掲載を実施しました。」との答弁でした。 

 次に、「保健福祉総務費の負担金、補助金及び交付金と予防費の委託料の不用額

について、説明を。」との質疑に対し、「二次救急医療機関助成補助金が総務省の

特別交付税に含まれる補助事業があり、救急搬送１件につき１万３千円の補助金で、

そのうちの８割が特別交付税措置されるという事業です。令和２年度から始まって

対象となる病院が徳洲会病院と宮上病院の２箇所です。去年の４月から今年の３月

までの件数に応じて支払うのですが、当初の見積りが過大見積りでした。委託料に

ついては、予防接種委託料になります。ワクチンが１７種類がありますが、インフ
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ルエンザの予防を受ける方々が減少となったため、この不用額になりました。」と

の答弁でした。 

 次に、「介護保険料の第１号被保険者保険料の収入未済額２千８万１６２円につ

いて、説明を。」との質疑に対し、「個別訪問等を実施していますが、介護保険制

度への理解のない方もいらっしゃるので訪問回数を増やして対応していきます。保

険料は２年経過すると不納欠損となります。その分については、将来介護保険が必

要となった時に実費で支払う形になりますのでしっかりとした手続きが必要で

す。」との答弁でした。 

 以上でけんこう増進課の審査は終了しました。 

 けんこう増進課、終了後、教育委員会・総務課の審査を行いました。 

 課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 教育委員会・総務課の「歳入決算総額は、９千３３６万７千３８１円。」、「歳

出決算総額は、４億３千２５万８千１９７円。」であり、それぞれの内容の説明を

受けました。 

 引き続き質疑に入り、その主なものとそれに対する答弁の要旨は次のとおりです。 

 まず、「心の健康支援事業費の説明を。」との質疑に対し、「中学校へ相談員と

して１名を週１回、北中学校と天城中学校に生徒からの相談を受けています。ス

クールカウンセラーにつきましては、鹿児島から臨床心理士の先生を学期毎に２回

づつ年６回、各学校へ来ていただいて相談を受けています。」との答弁でした。 

 次に、「公立学校情報機器整備事業で購入したパソコンを利用し、リモート授業

は可能なのか。」との質疑に対し、「インターネット環境のセキュリティ対策が不

十分なのでリモート授業はまだ実施できるような環境ではありません。早期にセキ

ュリティ対策を実施していきます。家庭での宿題等は可能です。」との答弁でした。 

 次に、「山海留学制度実施事業費の山海留学の生徒数と実施委員会運営補助金

６０万円の説明を。」との質疑に対し、「与名間分校で孫型が３名、家族型が１名、

三京分校は家族型が２名、西阿木名小学校は家族型が１名となっています。実施委

員会運営補助金は岡前小学校与名間分校山海留学制度実施委員会、西阿木名小学校

三京分校山海留学制度実施委員会、西阿木名小中学校山海留学制度実施委員会にそ

れぞれ２０万円を補助しています。」との答弁でした。 

 次に、「外国青年招致事業費（ＡＬＴ）が減額となっているが説明を。」との質

疑に対し、「令和２年度の当初の予定では８月に来日予定でしたが、コロナの影響

で来日ができない状況となり減額しました。今年の１０月に来日し東京の研修を

２週間受けて、１１月には２名体制となります。」との答弁でした。 

 以上で教育委員会・総務課の審査を終了しました。 
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 教育委員会・総務課、終了後、社会教育課の審査を行いました。 

 課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めました。 

 社会教育課の「歳入決算総額は、５９６万５千６０５円。」、「歳出決算総額は、

１億３千７５７万１千５８円。」であり、それぞれの内容の説明を受けました。 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお

りです。 

 まず、「海洋センター運営費の委託料と天城運動公園管理費の委託料は何処に委

託したのか、説明を。」との質疑に対し、「海洋センター運営費の委託料は、消防

用設備点検としてＢ＆Ｇ体育館内の火災報知器点検１１万３千円を（有）安尾電気

社、天城運動公園管理費の委託料は公園内環境整備委託として９８万２千８０円と

公園内トイレ清掃委託として８２万３千６８０円を天城町シルバー人材センターへ、

野球場電光掲示板保守点検業務３９万６千円を（株）サンエイ電気に委託をしまし

た。」との答弁でした。 

 次に、「図書館の夢いっぱい・笑顔あふれる図書館整備事業費７３６万７千

３６０円で備品購入がされているが内容の説明を。」との質疑に対し、「新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、机１４台、椅子２８脚、パー

テーション３０個、ブラインド１６枚を新たに購入し新型コロナウイルス感染症拡

大防止対策を取りながら運営をしております。」との答弁でした。 

 次に、「文化財保護費の委託料、ウンブキ土器レプリカ制作業務委託の説明

を。」との質疑に対し、「受注業者は京都の会社の吉田生物研究所です。ウンブキ

の土器に型を取って、取った型に樹脂を流しこんで、それに色づけをしています。

レプリカは２個作成し、ひとつは出前授業や貸し出し用として、ひとつはユイの館

に展示をしています。」との答弁でした。 

 次に、「ファミリースポーツ推進事業費の備品購入費のユニカールの説明を。」

との質疑に対し、「屋内でも手軽に楽しめるように、専用のカーペットの上をプラ

スチック製のストーンを滑らせて氷上のカーリングのように戦うニュースポーツで

す。」との答弁でした。 

 社会教育課の審査終了後、当委員会に付託を受けました案件について、現地調査

を行いました。 

 社会教育課のユイの館、Ｂ＆Ｇ海洋センター、与名間艇庫の備品の確認や施設状

態及び周辺の環境状況の確認を行いました。 

 また、それぞれの箇所について、所管課長及び担当職員から説明を受けました。 

 以上で第４回目の委員会は終了しました。 

 ９月２１日、火曜日、午後２時から第５回目の委員会を２委員欠席のもと、委員
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会室において開催し、これまでの審査について協議を行い、確認を致しました。 

 まず、これまでの審査内容を再度確認した後、議案第６５号から議案第６８号ま

での付託を受けた案件について、総括質疑を行いましたが、質疑無く、討論を行い

ましたが、討論無く、採決の結果、議案第６５号から議案第６８号までは、賛成者

多数で、原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

 なお、以上の審査過程において、当委員会の意見として集約決定しました、次の

４点を委員会の意見として執行部に申し入れることが適当であると決定しましたの

で、議長においてよろしくお取り計らい願います。 

 １．天城・平土野共同墓地については、使用者の調査を徹底し、不適切な譲渡等

のないように、管理、指導すべきである。 

 １．各課の公用車については、運行日誌の記入、使用前点検など維持管理を徹底

すべきである。 

 １．収納対策については、収納率も上がり改善も見られるが、なお一層の徴収努

力をすべきである。 

 １．育英奨学金については、将来を担う子ども達のため、返還金の徴収や基金の

増額を考慮し、恒久的に運用ができるよう務めるべきである。 

 以上で、総務文教厚生常任委員会の審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 次に、建設経済産業常任委員長の報告を求めます。平岡寛次君。 

○建設経済産業常任委員長（平岡 寛次議員）   

 建設経済産業常任委員長報告をいたします。 

 令和３年第３回定例会において議題となりました、議案第６５号、令和２年度天

城町一般会計歳入歳出決算、議案第６９号、令和２年度天城町水道事業会計決算の

うち、建設経済産業常任委員会に付託を受けた案件について、審査の経過と結果の

報告をいたします。 

 当委員会は、第１回目の委員会を９月１０日、本会議終了後、全委員出席の下、

委員会室において開催しました。 

 まず、付託を受けました案件の関係課長及び局長の出席を求め、審査日程につい

て協議しました。 

 その日程は、９月１３日午前１０時から、農地整備課、農政課。 

 ９月１４日午前１０時から、建設課、商工水産観光課、水道課。 

 ９月１５日午前１０時から、農業委員会、現地調査。 

 ９月１７日、午後２時から１回目の委員会のまとめ。 

 ９月２１日、午後１時３０分から２回目の委員会のまとめとすることに決定しま
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した。 

 以上で第１回目の委員会は終了しました。 

 ９月１３日午前１０時から第２回目の委員会を、全委員出席の下で行いました。 

初めに、農地整備課について、課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明

を求めました。 

 農地整備課の「歳入決算総額は、１億６千７３８万８６円。」、「歳出決算総額

は、３億５千５７６万３千９８２円。」であり、それぞれの内容の説明を受けまし

た。 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお

りです。 

 まず、「歳入で農地整備課の農林水産業費分担金の滞納繰越分の令和２年度の調

定額２千４７５万円について説明を。」との質疑に対し、「元年度の現年度で収入

未済額が１２７万円と農地分担金の滞納繰越、２千４１１万７千５０３円の合計額

が令和２年度の調定額ですが、調定誤りという事で調定減をしています。理由は、

農地分担金の滞納繰越分、令和元年度分が二重調定による６２万５千３２９円を減

額し、平成２９年度の第一大和城地区の工事の負担金の算定面積誤りで３千

５１４円を減額してあります。」との答弁でした。 

 次に「地籍調査室の農林水産費国庫補助金の農地費補助金、当初で１千３２５万

円、２号補正で４６５万円減となっているその説明を。」との質疑に対し、「この

予算の減については国の方からの指示で近隣の町も同様に減額されて交付決定が来

ています。進捗率は３１．３５％です。」との答弁でした。 

 次に、「歳出の農業施設費の使用料及び賃借料１８８万円は多面的支払交付金事

業外なのか、事業内なのか、その説明を。」との質疑に対し、「多面的事業内です。

保全会から支援の要請が来た場合には農地整備課の重機借り上げで対応しておりま

す。」との答弁でした。 

 次に「農業施設費の県営事業等負担金の補正で１千２９２万円減額して支出済額

が８千９３２万円となっていますが、その説明を。」との質疑に対し、「当初計画

した仕事量より少なかったことにより減額してあります。」との答弁でした。 

 次に「災害復旧費の工事請負費で不用額、１９８万円の説明を。」との質疑に対

し、「設計変更に対応するため、一般財源を多く組んでありましたので、その分が

不用額となっています。」との答弁でした。 

 全員協議会終了後、午後２時より、農政課の審査を行いました。 

 農政課について、課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めまし

た。 
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 農政課の「歳入決算総額は、１億１千４６１万１千７９円。」、「歳出決算総額

は、３億７千７８万４７７円。」であり、それぞれの内容の説明を受けました。 

引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとおり

です。 

 まず、「歳出の園芸振興費の負担金、補助金及び交付金で補助をしていますが、

希望者は。」との質疑に対し、「令和２年度は堀取り機が７名、穴掘り機が３名、

畝立て整形機１名、簡易ハウスが２棟でした。」との答弁でした。 

 次に「簡易ハウスの導入が少ない原因は。」との質疑に対し、「要因は幾つかあ

りますが、ハウスの強度や価格、補助の進め方などが主な原因と思われます。」と

の答弁でした。 

 次に「食育・地産地消推進支援事業費の委託料３８万円の説明を。」との質疑に

対し、「令和２年度は三京分校は３万円、その他の学校は５万円で合計３８万円で

す。主に生産資材、必要な農具や農地の借り上げ、指導者への報償費等です。」と

の答弁でした。 

 次に「農業センターで繰越事業がありますが、その説明を。」との質疑に対し、

「令和２年度当初で事業申請をしていましたが、奄振事業の令和元年度予算枠があ

るとのことで、ハウスの設置事業を令和元年度事業として先取りで申請を行った関

係で繰越事業となっています。」との答弁でした。 

 以上で第２回目の委員会は終了しました。 

 ９月１４日午前１０時から第３回目の委員会を、全委員出席の下で行いました。 

初めに、建設課について、課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求

めました。 

 建設課の「歳入決算総額は、４億５千３７９万１千４４０円。」、「歳出決算総

額は、７億４千９０５万５千２５５円。」であり、それぞれの内容の説明を受けま

した。 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお

りです。 

 まず、「歳入の土木使用料で住宅使用料現年度分の収入未済額２７５万円の件数

は何件で、内訳は。」との質疑に対し、「件数の方は２１７件で、新築住宅はほぼ

１００％納入頂いています。以前から滞納されている方々が、まだ残っている状況

です。滞納者には４月から順次個別で相談をして、納入してもらっています。」と

の答弁でした。 

 次に、「歳出の土木総務費の負担金７６０万円の平土野港の工事箇所は。」との

質疑に対し、「物揚場エプロンのコンクリートのヒビ割れ補修と防潮堤を手動で開



－282－   

閉する鉄製の扉の取替えとなります。」との答弁でした。 

 次に「今年度への繰越事業の、平和東線改築事業５千９６万円は計画通りに執行

出来るか。」との質疑に対し、「平和東線改築事業の内、約２千万円は土地購入と

補償代で支払いをしている段階であります。残りの３千万円は、先に平和通り線へ

つなぐ排水路を発注する予定です。」との答弁でした。 

 次に「住宅管理費の需用費５４１万円の内、修繕の説明を。」との質疑に対し、

「修繕費は約４８０万円を支出しています。内容は、古い住宅の補修が主です。未

納のある住宅についても雨漏りが酷い場合は行っています。」との答弁でした。 

 次に「空港管理費の委託料１千４４３万円の説明を。」との質疑に対し、「空港

消化救難業務を９６７万円で南国殖産と徳之島空港ビルへ、環境整備業務を

４５８万円でシルバー人材センターへ、繁忙期駐車場整理業務を１８万円でシル

バー人材センターへそれぞれ委託しています。」との答弁でした。 

 建設課終了後、午後１時から、商工水産観光課の審査を行いました。 

 商工水産観光課について、課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を

求めました。 

 商工水産観光課の「歳入決算総額は、１億２千５４１万５千６５９円。」、「歳

出決算総額は、３億１千１９８万３千９４７円。」であり、それぞれの内容の説明

を受けました。 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお

りです。 

 まず、「歳出の水産振興費の負担金、補助金及び交付金の第９号補正で２９３万

円の説明を。」との質疑に対し、「平土野港船溜まりの非接触型の氷販売機を設置

しました。」との答弁でした。 

 次に「観光費の負担金でトライアスロンＩＮ徳之島大会運営補助金１６６万円の

説明を。」との質疑に対し、「トライアスロンＩＮ徳之島大会についても早い段階

で中止という結論になりました。それ以前にかかる部分がありましたので、その分

３町で按分して１６６万円の負担となりました。」との答弁でした。 

 次に「商工水産業緊急支援事業費（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金）の補助金で繰越額１千８３０万円の説明を。」との質疑に対し、「１千

６５０万円につきましては売上げの２０％減額となった事業所への一律１５万円の

支援金となります。現在、１９件の実績で予算がかなり余っています。今後は、売

上げの１０％減額とし案内する準備を進めているところです。残りの１８０万円に

つきましては、闘牛伝統文化継承支援金になり闘牛１頭あたり１万円の支援金とな

ります。」との答弁でした。 
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 次に「スポーツイベント活動再開支援事業費（新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金）の備品購入費の繰越金３４４万円の説明を。」との質疑に対し、

「イベントテントは１０張で１３２万円、アクリルパーテーションは５０枚、

１１９万円で購入しました。残りは消毒液用器具を購入する予定です。」との答弁

でした。 

 商工水産観光課終了後、水道課の審査を行いました。 

 水道課について、課長及び担当職員の出席を求め、本案に対する説明を求めまし

た。 

 水道事業会計の「収益的収入総額は、２億５千３２１万９千３３９円。」内、一

般会計からの繰入金が、１億２千９３６万６千円。「収益的支出総額は、２億２千

９７５万５千７８７円。」、「資本的収入総額は、３千４０９万７千円。」内、一

般会計からの繰入金が、２千９３９万７千円。「資本的支出総額は、５千５９６万

７千８１９円。」であり、それぞれの内容の説明を受けました。 

 引き続き質疑に入り、その中で主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとお

りです。 

 まず、「収益的支出の営業外費用の雑支出、その他雑支出１４万円の説明を。」

との質疑に対し、「口座引き落としの給水世帯の引き落としが出来なかった際に、

督促状と一緒に納付書を送付した場合に重複納付になるケースがあります。」との

答弁でした。 

 次に「決算書の収益的費用明細の積算根拠の説明を。」との質疑に対し、「決算

書の損益計算書の方には税抜きで表示されています。決算書は全て税抜きです。収

入未済額は発生しません。実際、水道会計は調定が経った時点で発生主義とし

１００％収入があったと見なしての決算になっています。」との答弁でした。 

 以上で第３回目の委員会は終了しました。 

 ９月１５日午前１０時から第4回目の委員会を全委員出席の下で行いました。初

めに農業委員会について、局長及び担当職員の出席を求め本案に対する、説明を求

めました。農業委員会の歳入決算総額は、３千５３８万３千８６７円、歳出決算総

額は、６千４３万２千８９１円であり、それぞれの内容の説明を受けました。引き

続き質疑に入り、その中で、主なものとそれに対する答弁の要旨は、次のとおりで

す。まず、「歳出で、雑入、農地中間管理事業業務委託費は当初予算額より、減額

９９万円の説明を。」との質疑に対し「鹿児島県農地中間管理機構との当初契約の

中で、人件費が組まれていませんでしたが、農業委員会の予算は組んでありました。

その後、再契約で、半年分の人件費が組めるとの回答でしたので、補正予算で人件

費を調整減額としました。」との答弁でした。次に「農地利用最適化交付金事業費、
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３８５万円の説明を。」との質疑に対し活動実績１３７万円、成果実績２４８万円

です。今年度からは、農地中間管理事業の農地集積の実績も参考にできます。」と

の答弁でした。次に、「農地中間管理事業費の補助金２千４７９万円の説明を。」

との質疑に対し「松原地区の、計画面積は１１３ha実績面積は、５８haで反当たり

１万６千円の９２８万円、兼久地区の計画面積が９２ha、実績面積が７１haで反当

たり、２万２千円の１千５０１万円、兼久地区につきましては、参加者の協力金の

１割を地元集落に、協力金ということで、支払っています。」との答弁でした。農

業委員会終了後、午後１時から、現地調査を行い、それぞれの所管部署の課長及び

担当職員から説明を受けました。水道課所管の松上浄水場、農政課所管の上名道ハ

ウス給水整備機械倉庫、商工水産観光課所管の上名道バンガロウ、水産実証施設燻

製機、建設課所管の平土野原住宅、農地整備課所管の農業用施設災害復旧事業（当

部地区）をそれぞれ調査しました。以上で第４回目の委員会は終了しました。 

 ９月１７日金曜日、午後２時から第５回目の委員会を委員出席のもと委員会室に

おいて開催し、これまでの審査について協議を行い確認をいたしました。 

 ９月２１日火曜日、午後1時３０分から第６回目の委員会を委員出席の下、委員

会室において再審査及び協議を行い確認をいたしました。 

 初めに水道課の再審査を行いました。水道課長及び職員の出席を求め、水道事業

会計について説明を求めました。「収益的収入及び、支出の説明を。」との質疑に

対し「決算書を、税込み表示でいきますと、水道事業収益２億５千７５８万６千円、

水道事業費用２億３千５８万８千４６０円となり、収益から費用を差し引いた２千

６９９万７千５３５円を当年度純利益として計上し、当年度未処分利益剰余金とな

ります。」との答弁でした。水道課の再審査終了後、これまでの審査内容を再度確

認した後、議案第６５号議案第６９号の付託を受けた案件について総括質疑を行い

ましたが、質疑なく討論を行いましたが、討論なく裁決の結果、議案第６５号、議

案第６９号は、賛成者全員で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

なお、以上の審査の過程で、次のとおり当委員会の意見として、集約決定しました。

次の４点を委員会の意見として執行部に申し入れる事が適当であると、決定しまし

たので、議長においてよろしくお取り計らい願います。 

 １．公用車の運行管理が杜撰である。今後条例を遵守し各課適正な運行管理に努

めること 

 １．繰越明許費が年々増加傾向にある。事業は、現年度執行に務めること。 

 １．簡易水道事業から本年度上水道事業へ移行し、今後の厳しい運営状況を鑑み、

長期計画等を立てて事業を、遂行すべきである。 

 １．事業課（建設課、農政課、農地整備課、商工水産観光課等へ）の技術専門職
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の育成、採用で効果的な事業推進をはかる事。 

 以上で、建設経済産業常任委員会の審査と経過の結果の報告を終わります。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 以上で、委員長の報告は終わりました。 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第６５号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６５号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、認定するものです。本案は、委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。 

 これから、議案第６６号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６６号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、認定するものです。本案は、委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方はご起立お願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。 

 これから、議案第６７号、令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、討論を行います。討論はありませんか。 



－286－   

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６７号、令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、認定するものです。本案は、委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。 

 これから、議案第６９号、令和２年度天城町水道事業会計決算の認定について、

討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６９号、令和２年度天城町水道事業会計決算の認定について、

採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、認定するものです。本案は、委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。 

 しばらく休憩いたしたいと思います。１１時１０分より再開いたします。 

休憩 午前１０時５５分 

─────────── 

再開 午前１１時１０分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 先ほど大変失礼いたしました。議案第６８号が抜けておりましたので、これから

また改めて討論を行いたいと思います。 

 これから、議案第６８号、令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第６８号、令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、認定するものです。本案は、委員長の報告のとお

り認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。 

 

     △ 日程第６ 発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税

財源の充実を求める意見書   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第６、発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書についてを議題とします。 

 この件について趣旨説明を求めます。 

○５番（昇 健児議員）   

 ただいま議題となりました、発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処

し地方税財源の充実を求める意見書について説明をいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に

甚大な経済的、社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている中で、

地方財政は、来年度においても巨額の財政、財源不足が避けられない厳しい状況に

直面していることから、地方税財源の充実を強く国に要望いたします。 

 よって、地方自治法第９９条の規定により、皆様に配付してあります意見書案の

趣旨で衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業大

臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣宛てに意見書を提出したいと思います。 

 以上が、発議の趣旨であります。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 
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○議長（柏井 洋一議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書について採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査について 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第７、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査についてを議題としま

す。 

 議会運営委員会委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあ

ります本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査

の申出がありました。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定しました。 

 

△ 日程第８ 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査について 

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 日程第８、各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査についてを議題とします。 

 各常任委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります所

管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りします。各常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   
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 異議なしと認めます。よって、各常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定しました。 

 追加日程を配付しますので、しばらく休憩します。 

休憩 午前１１時１２分 

─────────── 

再開 午前１１時１４分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 追加日程について、お諮りします。 

 お手元に配付いたしましたとおり、追加日程第１から日程第２を追加したいと思

います。異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議なしと認めます。よって、お手元の日程表のとおり日程を追加することに決

定しました。 

 

     △ 追加日程第１ 議案第７０号 天城町長等の給与等の特例に関する条例

の制定について   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 追加日程第１、議案第７０号、天城町長等の給与等の特例に関する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 皆さん、こんにちは。提案理由を説明する前に、まず先ほど令和２年度の一般会

計並びに特別会計の決算について認定いただきました。お礼を申し上げます。 

 それでは、議案第７０号、天城町長等の給与等の特例に関する条例の制定につい

て、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、天城町防災センター未竣功工事に対し、国土交通大臣から

交付金返還命令があり、その交付金の返還が命ぜられたところでございます。それ

に伴いまして、交付金の一部返還とその加算金、また、起債の繰上償還とその加算

金の納付義務が生じております。 

 町民の皆様、また議会の皆様には大変、多大なるご迷惑をおかけしたことを心よ

りおわび申し上げます。今後、このような事案が繰り返されないよう法令を遵守し、
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再発防止に努めてまいる所存でございます。 

 また、このことに関しまして、監督者としてのその責任を明確にするため、町長

の給料月額を令和３年１０月１日から令和４年９月３０日までの１２ヶ月間、

５０％の減額を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから質疑を行います。 

○７番（久田 高志議員）   

 それでは、二、三点お尋ねしてみたいと思います。 

 ただいま１回目の提案理由について、金銭的な部分のみの一部ということですが、

この天城町防災センター（Ａ工区）未竣工工事の、もうその部分だけに関する処分

という認識でよろしいでしょうか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 今回の提案につきましてであります。 

 天城町防災センター新築工事（Ａ工区）未竣工工事に関し、多額の国への交付金

の一部返還、それに伴う加算金、そして、起債の繰上償還等、いろいろと町民の

方々、議会の皆様にご心配、ご迷惑をおかけいたしました。 

 そういったものに対して、まず、町長ご自身での処分といいますか、ご提案でご

ざいます。 

○７番（久田 高志議員）   

 損害金の一部という認識、措置、その部分に関する処分という認識をいたします。 

 これ一般質問でも質問いたしましたけれども、再度確認したいと思います。この

件に関して、やはり書類の偽造等、問題も発生しております。この件に関して、こ

の金額の部分に関してもですが、刑事告発、損害買収請求等はやはりしないという

考えでよろしいでしょうか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 これにつきましては、これまでの本会議の中でも議論があり、町長としての考え

方を述べてきたところでございます。その中でまた繰り返しになりますけれども、

事業の中で背任行為、横領、そういったことではなくて、その事務の流れの中で間

違った行為をしていたということであります。 

 そういうことで、これまでのお考えのとおり、損害賠償については考えていない

ということでございます。 

○７番（久田 高志議員）   
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 質問、前回、本会議の中でもありましたけれども、課長会、当時の担当職員、そ

して、今回のこの町長の処分の結果をもって、この件の全てを不問に付すという認

識でよろしいでしょうか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 職員の課長会の皆さん方には、大変いろんなことでご苦労をおかけをしたと思っ

ております。また、Ａ工区を受注した事業者の方、また、当時私が副町長というこ

とでありましたけれども、当時の町長という方もいらっしゃいます。そういう中で

今回の私の提案、そういったものの皆さん方のご審議の結果を受けて、また、いろ

んな形で相談には伺っていきたいというふうに私は考えております。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ５０％の一年というのが出てきたわけですが、実質５００万ぐらいじゃないかと

思います。 

 もう一つその前の段階、町長はこの件について既に罰を受けていると、処分をし

ていると、そういう言い方だったんですが、繰り返しますけど、あのときの処分は、

この件だけじゃなかったはずで、総務課から出てきた会計年度職員の議案のつくり

直し、マリンジェットの問題、保育所の１年半にわたる公金を不当に持っていたと

か、その間にもう税務課もどこも議案の出し直しもありました。それ全てひっくる

めてだったんですね。 

 そのときに、その当時の総務課長は、ほとんどが当事者なんですよ、この案件の、

その案件の。それで処分をした。これで終わりというときに、私は処分が軽過ぎる

と念を押しております。 

 今回も会計年度任用職員でお一人いらっしゃる。３０万出したか２０万出したか

は分かりませんよ。３０万出した、２０万出した。まだ、勤務している。それで、

１人は、監査委員をなされている。こないだも申し上げました。どこにいるの、何

しているのと。やはりこの方々は、もうこれで終わりなんですか。その３０万、

２０万払って。あとは何もないわけですか。 

 考えてごらん。印鑑を押した、悪いことをした。監査するのに、これ的確な監査

委員と言えますかね。ここら辺もひっくるめて考えないと、町長が今言いよるみた

いに、まあまあおっしゃるみたいでも結構ですけどね。前の町長とか業者の方とは、

いろいろお話をする。私は、自分の部下、まず。任命者自分の部下をもうちょっと

しっかり、一つのけじめ見たいんですよ。 
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 はっきり言えば、「隗より始めよ」ですよ。自分の部下もちゃんとしないと、そ

りゃ「隗より始めよ」にはならないのじゃないですか。言葉はちょっとおかしいん

ですけど。 

 最初でもう一つあります。「隗より始めよ」というのは、いろいろ意味があると。

成績の悪いやつを自分が採用したら、あいつでも採用されるからもっといいのが来

ると、こういうのもある。最近は、少し転用して、自分からまず始めるというのが

ある。これが、今一般的に使われている「隗より始めよ」ですよ。その「隗より始

めよ」じゃないですか、まさに、このお二方は。この件どうお考えですか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 今、これまで担当してきた方については、前回の議会の中でも、今まさしく松山

議員からお話がありましたように、３０万、２０万というような金額で、また、お

金、金額的なものについては支払いをしております。その後、それについて、また

総務課長のほうから、これからもまたこの私の処分の状況等見ながら、総務課長の

ほうから、これからもできることはやっていきたいというお話をしたというふうに

私は認識しております。 

 そういう中で、さて、今その当時の総務課長、そして、建設を担当した課長さん、

そういった方々について、まず一時的な処分については、今、松山議員から、これ

は全般的なことであって甘いんではないかということについては、また、そういっ

た観点も成り立つのかなというふうに私も今考えておりますけれども、あと今現在

の職責については、また、これ私の処分が決定、どのような結果になるか分かりま

せんけども、今回の処分が決定した段階の中で、私はまた当時者といろんな形で話

し合う、そして、また、行きたいというふうに私は考えております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 運営、議長にお願いですが、しばらく全協を持ってもらえませんかね、この件に

関して。どんなもんですかね。１０分ぐらいで結構ですけど。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 じゃしばらく休憩します。 

休憩 午前１１時３５分 

─────────── 

再開 午前１１時３９分 

○議長（柏井 洋一議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 
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○１２番（前田 芳作議員）   

 今、全協を開きましたが、やはり先ほど松山議員から質問がありましたけれども、

町長の監査委員をしている方、そして、再雇用している方、これについて答弁が少

し曖昧だということなんですが、私もやはりこういう問題がここまで大きくなって、

やはり返還金できなけりゃ金額も多額です。ここで、やっぱりそういう方が監査委

員で残るのもいかがなものかと私も考えております。 

 そういうことで町長の口から、やはりこの方々を処分というのはあれですが、い

ろいろ監査もできる方もいるでしょう。再雇用の方もですが、やはりけじめという

ものをつけていただきたいというのが私の心情ですが、これについて一言答弁をい

ただけますか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 先ほど答弁が少し不明瞭であったということかというふうに思っております。ま

た、今回、私の提案して、私のことについて提案をしました。これを今ご審議願っ

ているところでありますが、これについて結果が出た中で、またお互い、それぞれ

その当時、責任あるその課長として対応してきた方々であります。 

 また今回、このＡＹＴで放送もしているということであります。そういったこと

をして、しっかりと識見のある方々だと私は認識をしております。 

 そういう中で、本会議終了し、また、この定例会が終了した時点で、私のほうと

しては、こういった状況であるということを報告し、また、処分すべきところは処

分していきたいというふうに考えます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

○７番（久田 高志議員）   

 反対の立場から討論をさせていただきます。 

 やはり先日来の質問の中からでも被害額がさらに膨れております。金額も大きな

被害額となってきております。やはり結果いかんにしろ、刑事告発、損害賠償請求

をしっかりするべき案件であり、そのことによって責任の所在が明確にされるもの

だと思っております。 

 この被害額の１割にも満たない金額程度では、到底町民の皆様の理解を得られる
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とは思っておりません。やはり厳しく、ほかの案件もセットで提案をするべきだと

考えて反対討論とします。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに討論はありませんか。 

○４番（奥 好生議員）   

 今回の天城町長等の給与等の特例に関する条例の制定について、賛成の立場から

意見を述べたいと思います。 

 この条例の提案の事の発端は、防災センター建設に当たって一部の不正な補助金

申請にあります。結果的には６千万円余りの補助金返納となりました。 

 この防災センター建設については、私も現役の管理職員時代少しばかりかかわっ

ておりました。当時、中央公民館の老朽化が進んでおりまして、一日も早い建て替

えに迫らされていたことは皆様も、また、町民の方々も理解されていたと思います。 

 当時、社会教育課長として町長から建て替えの指示を受けていましたが、なかな

か補助率のいい事業が見つけられないでいる中、当時の大久町長、森田副町長──

現在の町長、そして、当時の保健福祉課長の徳田さんが、国土交通省の社会資本整

備総合交付金事業を活用して、医療センター、保健福祉センター、防災センターの

３つの施設を造ったわけであります。 

 昨年の大型台風時の避難場所として、また、今年の新型コロナウイルスの予防接

種場所として、町民の多くの方々がこの施設にお世話になり、この３つの施設は、

町民にとっては非常に利便性の高い施設となっています。 

 事業費としては、防災センターの建設費は約１８億１千万円かかっております。

国からの補助金が約１１億６千万円でありました。６千万円余りの返還金は、見方

によれば町民の血税でもあります。別の見方をすれば、よくぞ国からこんなに多額

の補助金を取ってきて、すばらしい建物を造ってくれたという見方もありますでし

ょう。 

 議員の中には、町民のためになるようなことは、多少法律を曲げても、県をごま

かしてでもやりなさいと発言される方もいますが、事務的な不正はよくありません。 

 森田町長の今回の提案は、公金の横領とか贈収賄に絡む不正ではなく、補助金申

請に係る事務の不正の責任を取るという意味においては、大変重い責任の取り方と

感じます。 

 私としては、８ヶ月か１０ヶ月ぐらいが妥当ではないかと思いましたが、森田町

長の固い決意があるようです。この思いを尊重したいと思います。 

 また、議会は、二度とこのようなことが起こらないように、議会の使命としての

役割である執行機関の事務処理等が適法、適切に、公平・効率的になされているか、
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批判と監視をおろそかにしてはなりません。 

 一方、職員のミスや不祥事だけを追求する余り、執行部の職員が萎縮し、補助事

業を活用した新規事業の企画等に支障を起こさないように、職員を元気づけること

も議会の役割ではないかと思います。 

 以上のことを申し上げ、この条例への賛成の討論といたします。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかにありませんか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 何か自分のことを言われているようで非常に気に障るんですが、確かに私は国民

年金の収納率をごまかしたこともあります。健康保健の収納率をごまかしたことも

あります。（「松山議員、ちょっと待って。議長。それは、議員としてここで言う

べき問題じゃない」と呼ぶ者多し） 

 分かりました。それは、要するに分母をいじるというだけです。書類を偽造する

とか、公文書を偽造するとかいうことではありません。送るべき書類を送らない。

分母が増えないようする。簡単なことであります。 

 厳密な目で後から見れば分かるでしょうけど、私が言っているのは、法律の範囲

内で、法律は幾らでも解釈できるんです。やっていけないというのがある。ただし、

この場合には、やっていいというのも結構あります。条例でもほとんどそうです。

町長が許可すれば、これでいいというのが、条例には数限りなくあります。私は、

そこら辺をうまくやりなさいと言っているだけで、うそ八百を並べたり、書類を偽

造したり、そういったことをするのは決して許されることではありません。 

 今回は、問題なのは、業者と職員があうんの呼吸でやっているということであり

ます。誰がその検査調書を持ってきたのか、出せと言ったのか、先に持ってきたの

か。そこまでは誰も追求しておりません。これはあうんの呼吸でやったんだろうと

思っております。そこを言うと、切りがなくなりますので、そこら辺は追求しない

で見逃しております。 

 それと、書類の中に県の機関が見え隠れしている、これも別に公の場所では追求

はしておりません。課までちゃんと把握しております。そこら辺もあって、私たち

もいたずらに職員を何やかんや言っているわけではありません。 

 今回の公用車の件も２つの委員から同時に指摘が出ている。偶然です、これはね。

偶然に出てきた。まさに「隗より始めよ」ですよ。小さいこともできないのに大き

いことができるわけがない。大きいことしようとしたら、間違いを起こす。ですか

ら、もうちょっと気を引き締めてもらうという意味でも、次の段階で何か出たとき

には、賛成しますが、今回は賛成できません。 
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 いずれにしてもやっていることが甘い、私に言わせると。公用車の管理一つとっ

てもそうだ。一向に直っていない。それは、私に言わせると、町長の体質にある。

部下に甘い、部下に緩い。部下を大事にすることは大事です。けじめるところはち

ゃんとけじめる。今まで何回５％の減給やってきましたか、それのツケが今度じゃ

ないですか。 

 書類の出し直しでも何でも。今まで処分が緩いから５％の、１０％の１ヶ月での、

もう５回も６回も７回もやっているでしょう、総務課長の時代から。そういった体

質が蔓延している。そこを改めるという覚悟を見せない限りは、そう簡単に賛成し

て許すわけにはいきません。 

 以上です。反対します。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７０号、天城町長等の給与等の特例に関する条例の制定につい

て、採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 じゃ異議がありますので、起立によって採決します。 

 賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 賛成多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 追加日程第２ 議案第７１号 令和３年度天城町一般会計予算補正（第

６号）について   

 

○議長（柏井 洋一議員）   

 追加日程第２、議案第７１号、令和３年度天城町一般会計予算補正（第６号）に

ついてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第７１号、令和３年度天城町一般会計予算補正（第６号）につい

て、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ１千６１万２千円を追加し、予算
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総額を７３億８千８０４万９千円に定めようとするものでございます。 

 歳入につきましては、繰入金１千６１万２千円の増額でございます。 

 歳出につきましては、総務費２１３万円の増額、公債費８４８万２千円の増額と

なっております。 

 その内容につきましては、天城町防災センター未竣功工事に係る起債の繰上償還

とその加算金となっております。 

 以上、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから質疑を行います。 

○７番（久田 高志議員）   

 １点だけお尋ねしてみたいと思います。 

 この繰上償還、また、加算金を含め、最終的に総額でどのぐらい、幾らぐらいの

影響が出てくるのか、見込まれるのか、分かればお願いしたいと思います。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 今回の補正予算案の中で１千６１万４４円という正確な数字でございます。これ

につきましては、９月１３日の全員協議会のほうで説明させていただきました。今

回につきましては、１１月の２５日に、この１千６１万４４円を繰上償還したいと

いうふうに今作業を進めているところでございます。 

 それ以外にその影響額ということでございます。今回、平成２８年３月に借り入

れた辺地債、総額が４億８千３２０万でございました。そこに係る今回の防災セン

ターの国庫補助金の返納に当たる分の超過して借り入れた額が１千４９３万８千円

余りでございました。 

 この額を基本の額として算定した数値が、今回の補正となるわけですが、この辺

地対策事業債、交付税への算入が元利償還金の８０％は、その年々の交付税の算定

に８０％が入ってまいります。そう考えますと、ちょっと数字を丸めますが、１千

５００万に対して８０％ということでありますので、もう既に交付税に算入された

分もございます。今後、この額があればということで計算しますと約１千２００万

ぐらいの交付税算入があったということになります。 

 これは、元金のみで計算しておりますが、利子も若干あることはあるんですが、

８０％換算で約１千２００万円ぐらいは入ってきていたということになります。既

に償還した分も前回の議会の中で恐らく今後の交付税の算定の中で減額される可能

性が高いということを申し上げました。結果的に１千２００万ほどの交付税算入が

なくなるということになります。 
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○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○３番（吉村 元光議員）   

 補助金の加算金、元金の返納につきましては終えたわけでございますけれども、

私は今回のこの議案につきましても、辺地債、起債の繰上償還ということでありま

すが、一般的に私は天城町は不正をして辺地債を借りた。そして、それを不正だと

認めた、執行部も議会のほうでも。その中で、国のほうにおいては、これを速やか

に返しなさいという請求が来ているわけでございます。 

 一般的に見て、この行為というのは、速やかに返すのが一般的であって、それと

責任の所在とは別ということで、前回のが補助金のほうでも私申し上げて、その議

案に対しては賛成しました。 

 しかし、責任の所在は別だと思います。先ほどの議案につきましても、松山議員

から身内に甘いという話がありました。それは私は同感でございます。町長を好き

な町民の皆さんからも、この件は何で責任を追求しないか、はっきりさせないかと

いうことを私に言ってくる方がおります。これは、本当の話でございます。総務課

長におきましても、職務を全うしたとかいうような一般質問の中での答弁がありま

したが、この姿勢を今後は改めて、役場で起きた不祥事につきましては、不正につ

いては、それを身内でかばうんではなくて、責任を追求して責任をとってもらって

職務を進めるのがスムーズに行政を行う方策と思います。 

 今後につきましては、そこらあたりはどのように考えますか、総務課長。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 今回の件では、大変多くの方々、全町民の方々にご心配、ご迷惑をおかけしてい

るかと感じております。 

 再三この本会議の中でも私も答弁しておりますが、法令、条例に従って物事を進

めていかなければならないと認識をしております。 

 そのようなところから、今後につきましては、今回の件につきまして教訓としな

がら、二度とこのようなことが起きないように、また、小さな日頃の事務から徹底

をしてまいりたいと考えております。適正に進めていけるように、また、議会の皆

様方からは、その辺を我々執行部に対してもチェック機能でありますので、ご指導

いただければと感じております。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかに。 

○３番（吉村 元光議員）   

 総務課長のほうから、法令、条例等を遵守して今後の職務に当たるという答弁が
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ございました。そうであれば、今後は身内に甘いとか、こういうことがないような

執行をお願いしたいと思います。 

 私も今回の議案につきましては、もし国、県が絡んでいないこの返還金でしたら、

私はこの議案に反対します。今回は、一般常識的な面を持って賛成して速やかに返

還金は返して、やはり国、県から認められる天城町にしてほしいと思います。 

 以上です。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかにありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 これから討論を行います。 

○７番（久田 高志議員）   

 反対の立場から討論いたします。 

 様々なご意見もございます。もちろん国からのお金は返すべきでございます。し

かしながら、やはり今現在、町民の皆様の理解を得られているとは思えない状況で

ございます。町長の責任の下で対応する、していただきたいと。以前行った原案執

行ですか、そういった形をとっていただきたいと。 

 私は、一議員として、この町民の理解の得られないままの補正予算案に関しては、

やはり賛成をすることができかねます。したがって、反対をしたいと思います。 

○議長（柏井 洋一議員）   

 ほかにありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者多し） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 異議がありますので、起立によって採決します。 

 賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（柏井 洋一議員）   

 賛成多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本定例会で付託された事件は、全て終了しました。 

 これで、本日の会議を閉じます。令和３年第３回天城町議会定例会を閉会します。

お疲れさまでした。 

閉会 午後 ０時０１分   
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